
魅力ある観光地づくりの財源の検討について

令和６年７月８日開催　第１回指宿市魅力ある観光地づくりの財源検討委員会

資料２



目次 観光振興のための財源の検討について

（１）観光財源となり得る地方自治体の歳入　　　　　・・・・・・・・・・・・・P１
（２）地方自治体の自主財源の比較検討①　　　　　　・・・・・・・・・・・・・P２
（２）地方自治体の自主財源の比較検討②　　　　　　・・・・・・・・・・・・・P３
（３）「課税自主権」を活用した自主財源の比較検討　・・・・・・・・・・・・・P４
（４）観光行動に着目した課税対象の比較検討　　　　・・・・・・・・・・・・・P５
（参考１）法定外税の新設又は変更に対する同意に係る処理基準及び留意事項等・・P６
（参考２）法定外税の状況　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・P７



（１）観光財源となり得る地方自治体の歳入 １
区分 自主財源 依存財源

一般財源 地方税

普
通
税

税の使途が特定されておらず、
一般経費に充てるために課さ
れる税
（例）市民税、固定資産税 　　地方交付税

　　地方譲与税
　　地方特例金
　　など目

的
税

税の使途があらかじめ定めら
れており、特定の目的のため
に課される税
（例）入湯税、都市計画税

特定財源 分担金・負担金　使用料　手数料　寄附金　
協力金　など

　　国庫支出金
　　地方債　など

指宿市
（R6予算）

８４．８億円
（３１．６％）

１８３．５億円
（６８．４％）

令和６年度当初予算　２６８億２，７００万円



（２）地方自治体の自主財源の比較検討① ２
種　類 内　容

地方税

法定外税：地方団体が条例で定めて新設できる税目。新設に当たっては、総務大臣の同意が必要。
（例）○歴史と文化の環境税（法定外普通税）　○宿泊税（法定外目的税）
超過課税：地方団体が標準税率を超える税率を条例で定めて課税すること。
（例）○入湯税の超過課税

分担金
・負担金

地方公共団体が行う特定の事業により特に利益を受ける者から、その事業に要する経費に充てるた
め、受益の限度の範囲で徴収するもの。
（例） 〇保育料（児童措置費保護者徴収金） 〇児童育成クラブ利用者負担金

使用料 行政財産の使用又は公共施設の利用につき、その反対給付として徴収するもの。
（例） 〇市営住宅使用料 〇動植物園入園料 〇道路占用料

手数料 特定の者の提供する役務に対し、その対価として徴収するもの。 
（例） 〇ごみ処理手数料（家庭ごみ、大型ごみ、埋立ごみ ほか） 〇戸籍住民登録手数料

寄附金 無償で金銭その他の財産を供与するもの。 
（例） 〇ふるさと応援寄附金　企業版ふるさと納税

協力金
任意で集める財源。強制力を持たず，安定性に欠けるが，条例や総務省の同意が必要ないことから
比較的導入しやすい。 
（例） 〇入山料等の協力金　○世界遺産集落保全協力金



（２）地方自治体の自主財源の比較検討② ３

種　類 安定性・継続性 受益と負担 規　模

地方税 安定的・継続的な確保が可能
受益者を広く設定し，負
担を求めることが可能

対象者の設定等により
規模の確保は可能

分担金
・負担金

特定の事業に係るため安定的であるが
継続的な確保が難しい

受益者を個別に特定し，
受益の範囲内で負担を求
める必要がある

受益者を個別に特定す
る必要があり，規模は
限定的

使用料
安定的・継続的な確保が可能

施設等利用者，役務提
供先からの徴収となる
ため，規模は限定的手数料

寄附金 善意や協力に基づくため，安定的・継
続的な確保が難しい

善意や協力によるため，
受益者が必ずしも負担す
る必要はない

対象者の設定により規
模の確保は可能

協力金 善意や協力に基づくため，安定的・継
続的な確保が難しい

善意や協力によるため，
受益者が必ずしも負担す
る必要はない

受益者を個別に特定す
る必要があり，規模は
限定的



（３）「課税自主権（※１）」を活用した自主財源の比較検討 4

種　類 導入事例 安定性・継続性、受益と負担、規模　等

地
方
税

法定外税

法定外普通税 ・安定的、継続的な確保が可能
・目的税に比べ、受益と負担の関連性は薄い
・収納した税は一般財源に充当されるため、目的税に
比べ、特定の財政需要を満たすことが難しい

○歴史と文化の環境税
（福岡県太宰府市）

法定外目的税 ・安定的、継続的な確保が可能 
・目的税は、受益と負担の関連性が明確である
・必要な財政需要の規模に応じて、財源確保のための
制度設計が可能となる

○宿泊税
（福岡市等９団体）（※２）

超過課税 ○入湯税の超過課税
（大分県別府市等１２団体）（※３）

・安定的、継続的な確保が可能 
・既存の税のうち、入湯税（法定目的税）は、地方税
法により税収を観光振興に 要する費用に充当できると
定められているが、課税対象が入湯者に限られて
いるため、規模の確保が難しい

（※１）地方団体が地方税の税目や税率設定などについて自主的に決定し，課税すること
（※２）R6.4.1現在、（※３）R5.4.1現在　いずれも総務省HP，入湯税の標準税率は１人１日150円とされている。



（４）観光行動に着目した課税対象の比較検討 ５

観光行動 課税対象 課税対象の補足
課税対象の捕捉に係る
行政（徴税）コスト

入　　　域
指宿市への入域行為
（指宿市内に入る行為）

入域行為は多岐に亘り、捕捉
が難しい

入域行為の把握が難しく、課税に莫
大な行政コストがかかる

宿　　　泊 ホテルや旅館等への宿泊行為
他の対象に比べると、比較的
捕捉がし易い

関連する事業者数が少なく、行政コ
ストが比較的かからない

交通機関利用
交通機関（鉄道、バス、市電、タ
クシー、船舶等）の利用

市民の日常利用と旅行者の利
用との区別が困難であり、捕
捉が難しい

関連する事業者数が多く、課税に莫
大な行政コストがかかる

駐車場利用 有料駐車場の利用

飲　　　食 飲食店等での飲食行為

おみやげ購入 土産品店等での土産品購入
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（参考１）法定外税の新設又は変更に対する同意に係る処理基準

第１．法定外税の新設又は変更に対する同意に係る処理基準
１．処理の基本的事項
(1)　国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること
(2)　地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること
(3)　(1)及び(2)のほか、国の経済施策に照らして適当でないこと

２．基本的事項に係る考慮すべき事項等
(1)から(3)までの事由については、それぞれ次のことに留意するものとする。
(1)「国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること」については、「国税又
は他の地方税と課税標準を同じくし」とは、実質的に見て国税又は他の地方税と課税標準が同じである場合を含むも
のであり、「住民の負担が著しく過重となること」とは、住民（納税者）の担税力、住民（納税者）の受益の程度、
課税を行う期間等から判断して明らかに、住民の負担が著しく過重となると認められることをいうものである。
(2)「地方公共団体における物の流通に重大な障害を与えること」とは、課税の目的、内容及び方法、流通の状況、流
通価格に与える影響等から判断して、当該法定外税が内国関税的なものであるなど、地方団体間における物の流通に
重大な障害を与えると認められることをいうものである。
(3)「国の経済施策に照らして適当でないこと」については、「国の経済施策」とは、経済活動に関して国の各省庁が
行う施策（財政施策及び租税施策を含む。）のうち、特に重要な、又は強力に推進を必要とするものをいい、「国の
経済施策に照らして適当でないこと」とは、課税の目的、内容及び方法、住民（納税者）の担税力、住民（納税者）
の受益の程度、課税を行う期間、税収入見込額、特定の者によって惹起される特別な財政需要の有無等の諸般の事情
から判断して、国の経済施策に照らして適当でないと認められることをいうものである。

６



（参考２）法定外税の状況（総務省HPから抜粋） ７


